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えるぼし認定企業２社を認定！ 
～平成２８年７月２０日、２１日に青森労働局にて認定通知書交付式を行います～ 

 

青森労働局（局長 片淵
かたふち

 仁
ひろ

文
ふみ

）では、女性活躍推進法に基づく基準適合一般事業主認定企業（え

るぼし認定企業）として、６月２２日に 株式会社横浜ファーマシー（本社：北津軽郡板柳町、

代表取締役会長 浅野
あさの

 雅
まさ

晴
はる

 氏）、７月５日に 株式会社みちのく銀行（本社：青森市、取締役

頭取 髙
たか

田
だ

 邦洋
くにひろ

 氏）を認定しました。いずれも、県内では初めての「３段階目（※）」の認定と

なります。 

えるぼし認定企業制度は、平成２８年４月１日から全面施行された女性活躍推進法により創設され、

今般、青森県内の認定企業は計３社となりました。 

青森労働局において、下記のとおりえるぼし認定企業認定通知書交付式を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女性活躍推進法に基づく基準適合一般事業主認定制度（えるぼし認定）について】 

※ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定、策定した旨の届出を行った事業主のうち、女性の活躍

推進に関する取組の実施状況等が優良な事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を

受けることができます。平成２８年５月末現在、全国で７４社が認定を受けています。 

認定の段階は、「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の５つ

の評価項目を満たす項目数に応じて３段階あります。 

   ★１段階目：５つの基準のうち１つ又は２つの基準を満たす 

  ★★２段階目：５つの基準のうち３つ又は４つの基準を満たす 

 ★★★３段階目：５つの基準の全てを満たす 

認定基準の詳細は資料２の資料をご覧ください。 

平成２８年７月１３日 
【照会先】 

青森労働局雇用環境・均等室 

室  長       佐 藤 央 子 

雇用環境改善・均等推進指導官  

高須賀 左 知 

青森市新町２丁目４－２５青森合同庁舎 

（直通電話） ０１７－７３４－４２１１ 

 青森労働局 

認定通知書交付式 

１ 日時  

  平成２８年７月２０日（水）１０：００～（株式会社みちのく銀行） 

  平成２８年７月２１日（木）１０：００～（株式会社横浜ファーマシー） 

２ 会場 

青森労働局 局長室 （青森市新町２－４５ 青森合同庁舎５階） 

女性活躍推進法に基づく認定マーク「えるぼし」 



 
【添付資料】 

（資料１）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要 

（資料２）女性活躍推進法に基づく認定制度 

（資料３）株式会社横浜ファーマシーの概要 

（資料４）株式会社みちのく銀行の概要 

（資料５）「女性の活躍推進企業データベース」をご活用ください！ 

（資料６）女性活躍推進法による認定状況（全国）（平成２８年５月３１日現在） 

（資料７）青森労働局管内女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定企業（平成２８年７月１３日現在） 



 

※①～③について大企業(301人以上)：義務／中小企業(300人以下)：努力義務  
① 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析 
  

 

 
② 状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定･届出･公表 
（指針に即した行動計画を策定・公表（労働者への周知含む）） 

 

 
 

 

③ 女性の活躍に関する情報公表 
 

 

 

④ 認定制度 
  

 
⑤ 履行確保措置 
  厚生労働大臣（都道府県労働局長）による報告徴収・助言指導・勧告 
 

    
 

✎ 状況把握の基礎項目（省令で規定：必ず把握しなければならないもの） 

 ①女性採用比率 ②勤続年数男女差 ③労働時間の状況 ④女性管理職比率  

 ※必要に応じて選択項目（省令で規定）についてさらに把握・分析 

✎ 行動計画の必須記載事項 

 ▶目標（定量的目標）  ▶取組内容 ▶実施時期 ▶計画期間  

✎ 情報公表の項目 （省令で規定） 
  女性の職業選択に資するよう、省令で定める情報(限定列挙)から事業主が適切
と考えるものを公表 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要 （民間事業主関係部分） 

 

▶ 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）。 
▶ 地方公共団体（都道府県、市町村）は、上記基本方針等を勘案して、当該区域内における推進計画を策定（努力義務）。 
                                     

１ 基本方針等 

２ 事業主行動計画等 
－行動計画策定指針（告示）－ 

▶ 国は、事業主行動計画の策定に関する指針を策定。 
 

✎認定基準は、業種毎・企業規模毎の特性等に配慮し、省令で規定 

▶ 女性の活躍のために解決すべき課題に対応する以下の項目に

関する効果的取組等を規定。 
 
▶ 各企業は、これらを参考に自社の課題解決に必要な取組を選

択し、行動計画を策定。 
 

 ● 女性の積極採用に関する取組 

 ● 配置・育成・教育訓練に関する取組 

 ● 継続就業に関する取組 

 ● 長時間労働是正など働き方の改革に向けた取組  

 ● 女性の積極登用・評価に関する取組 

 ● 雇用形態や職種の転換に関する取組(パート等から正規雇用

へ、 一般職から総合職へ等) 

 ● 女性の再雇用や中途採用に関する取組 

 ● 性別役割分担意識の見直し等 職場風土改革に関する取組 

▶地域において、女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う「協議会」を組織することができることとする（任意）。 

▶原則、公布日施行（事業主行動計画の策定については、平成28年４月１日施行）。   ▶10年間の時限立法。 
 
 

                                     

３ その他（施行期日等） 

※ 衆議院による修正により、取組実施・目標達成の努力義務が追加 

資料１ 



女性活躍推進法に基づく認定制度 
 ○ 行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業   
      は､都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができる。 
    

  ○ 認定を受けた企業は､厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」を商品などに付すことができる。  

※ 法施行前からの実績の推移を含めることが可能 
認定の段階 

★【別紙】に掲げる基準以外のその他の基準 

○ 事業主行動計画策定指針に照らして適切な一般事業主行動計画を定めたこと。 

○ 定めた一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者の周知をしたこと。 

○ 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。 

 
●次ページに掲げる５つの基準のうち１つ又は２つの基準を満たし、その実績を厚生労働省のウェブサイ  
 トに毎年公表していること。 
 
●満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた当該基準に関連する取組 
 を実施し、その取組の実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、２年以上連 
 続してその実績が改善していること。 
  
●下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。 

 
●次ページに掲げる５つの基準のうち３つ又は４つの基準を満たし、その実績を厚生労働省のウェブサ  
 イトに毎年公表していること。 
 
●満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた当該基準に関連する取組を実施し、 
 その取組の実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、２年以上連続してその 
 実績が改善していること。 
 
●下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。 

 
 
●次ページに掲げる５つの基準の全てを満たし、その実績を厚生労働省のウェブサイトに毎年公表して 
 いること。 
 
●下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。 

 

１段階目 

２段階目 

３段階目 

資料２ 



注） 雇用管理区分ごとに算出する場合において、属する労働者数が全労働者数のおおむね1割程度に満たない雇用管理区分がある場合は､職務内容等に照らし、類
似の雇用管理区分とまとめて算出して差し支えないこと（雇用形態が異なる場合を除く。）。 

【別紙】女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準 

評価項目 基 準 値 （実績値） 

①採用 男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度（※）であること 
（※直近３事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率（女性の応募者数÷女性の採用者数）」×０．８が、直近３事業年
度の平均した「採用における男性の競争倍率（男性の応募者数÷男性の採用者数）」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこ
と） 

②継続就業 ⅰ）「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごと
にそれぞれ７割以上であること 
又は 

ⅱ）「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者のうち継続して雇用され
ている者の割合」÷「10事業年度前及びその前後に採用された男性労働者のうち継続して雇用さ
れている者の割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ８割以上であること 

③労働時間等の働き方 雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、
直近の事業年度の各月ごとに全て４５時間未満であること 

④管理職比率 ⅰ）管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること  
   （※産業大分類を基本に、過去３年間の平均値を毎年改訂。） 
又は 

ⅱ）直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇
進した女性労働者の割合」÷直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある男性
労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」が８割以上であること 

⑤多様なキャリアコース 直近の３事業年度に､以下について大企業については２項目以上（非正社員がいる場合は必ずAを含むこ

と）、中小企業については１項目以上の実績を有すること 
A 女性の非正社員から正社員への転換 
B  女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 
C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用 
D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用 



資料３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

○認定に係る実績 
【評価項目 1：採用】 
男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度

であること 

正社員 
 男性：5.2 倍 
 女性：4.94 倍 

【評価項目 2：継続就業】 
「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務

年数」が雇用管理区分（※）ごとにそれぞれ 0.７以上であること 

正社員 
 男性：9.5 年 
 女性：8.1 年 

【評価項目 3：労働時間等の働き方】 
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働

時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て 45
時間未満であること 

全ての雇用管理区分に 
おいて 45 時間未満 

【評価項目 4：管理職比率】 
 管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均

値以上であること 

6.7％ 
（産業平均値：4.8％） 

【評価項目 5：多様なキャリアコース】 
以下について大企業は 2 項目、中小企業は 1 項目以上の実績を有

すること 
A 女性の非正社員から正社員への転換 
B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 
C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用 
D おおむね 30 歳以上の女性の正社員としての採用 

A:1 名 
D:3 名 

○同社の女性活躍推進行動計画 
「両立支援のひろば」の下記ＵＲＬにおいて公表 

  http://www.ryouritsu.jp/hiroba/positive_planfile/201603311515554389388_1.pdf 

○同社の女性の活躍状況に関する情報 
「女性の活躍推進企業データベース」の下記ＵＲＬにおいて公表 
http://www.positive-ryouritsu.jp/positivedb/detail?id=4052 
 

株式会社横浜ファーマシー 

所在地：北津軽郡板柳町 
事業内容：小売業 
労働者数：７４８人 
（男性１７６人、女性５７２人） 
認定の段階：３段階目 

 



資料３ 

※ 「雇用管理区分」：職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって、当該区分に属してい

る労働者について他の区分に属している労働者とは異なる雇用管理を行うことを予定して設定してい

るものをいう。（例：総合職、一般職／事務職、技術職、専門職／正社員、契約社員、パート など） 



資料４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

○認定に係る実績 
【評価項目 1：採用】 
男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度

であること 

正社員 
 男性：14.74 倍 
 女性：10.70 倍 

【評価項目 2：継続就業】 
「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務

年数」が雇用管理区分（※）ごとにそれぞれ 0.７以上であること 

正社員 
 男性：19.32 年 
 女性：14.36 年 

【評価項目 3：労働時間等の働き方】 
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働

時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て 45
時間未満であること 

全ての雇用管理区分に 
おいて 45 時間未満 

【評価項目 4：管理職比率】 
 管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均

値以上であること 

23.5％ 
（産業平均値：7.2％） 

【評価項目 5：多様なキャリアコース】 
以下について大企業は 2 項目、中小企業は 1 項目以上の実績を有

すること 
A 女性の非正社員から正社員への転換 
B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 
C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用 
D おおむね 30 歳以上の女性の正社員としての採用 

A:41 名 
C:4 名 

○同社の女性活躍推進行動計画 
「両立支援のひろば」の下記ＵＲＬにおいて公表 

  http://www.ryouritsu.jp/hiroba/positive_planfile/201604261212432805205_1.pdf 

○同社の女性の活躍状況に関する情報 
「女性の活躍推進企業データベース」の下記ＵＲＬにおいて公表 
http://www.positive-ryouritsu.jp/positivedb/detail?id=4996 

 

株式会社みちのく銀行 

所在地：青森市 
事業内容：金融業 
労働者数：２，２４０人 
（男性９４７人、女性１，２９３人） 
認定の段階：３段階目 

 



資料４ 

※ 「雇用管理区分」：職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって、当該区分に属してい

る労働者について他の区分に属している労働者とは異なる雇用管理を行うことを予定して設定してい

るものをいう。（例：総合職、一般職／事務職、技術職、専門職／正社員、契約社員、パート など） 



企業における女性の活躍状況に関する情報（※）を一元
的に集約したデータベースです。
学生・求職中の方は、就職活動などで企業研究をする
際の情報収集に役立てることができます。

（※）女性活躍推進法により、２８年４月から常用労働者３０１人以上
の企業は「自社の女性の活躍状況に関する情報公表」が義務
となりました（３００人以下の企業は努力義務）。

http://www.positive-ryouritsu.jp/positivedb/ 女性の活躍推進企業データベース 検索URL

平成28年２月、「女性の活躍・両立支援総合サイト」に「女性の活躍推進企業データベース」がオープンしました！

厚生労働省　雇用均等・児童家庭局

「女性の活躍推進企業データベース」とは？

産業別入口

見たい業種の
「一覧」をクリック

検索結果一覧画面は裏面へ！

企業名・キーワードからの検索、
規模別・地域別の検索も可能です。
関心のある企業について
ぜひアクセスしてください。

① 採用した労働者に占める女性労働者の割合
② 採用における男女別の競争倍率 又は 競争倍率の男女比
③ 労働者に占める女性労働者の割合
④ 男女の平均継続勤務年数の差異　又は
 　男女別の採用 10 年前後の継続雇用割合
⑤ 男女別の育児休業取得率
⑥ 一月当たりの労働者の平均残業時間
⑦ 年次有給休暇取得率
⑧ 係長級にある者に占める女性労働者の割合
⑨ 管理職に占める女性労働者の割合
⑩ 役員に占める女性の割合
⑪ 男女別の職種又は雇用形態の転換実績
⑫ 男女別の再雇用又は中途採用の実績
⑬ 企業認定の有無

掲載項目

本サイトでは、右の項目について、
各社の状況を閲覧できます。

「女性の活躍推進企業データベース」をご活用ください！
就職活動に向けて

Administrator
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画像後送差し替え予定画像後送差し替え予定

http://positive-ryouritsu.jp/positivedb/URL「女性の活躍推進企業データベース」は

一覧画面のイメージ

個別の企業についての情報が詳しく分かります。詳細画面のイメージ

データの
詳しい

読み解き方に
ついては…

企業名をクリック
すると、その会社
についてさらに詳
しく見ることがで
きます。

女性の活躍を進めて
認定を取った企業だ！

各社の状況が一覧で分かります。 女性が長く働き
続けられる企業
はどこだろう？

女性が管理職として
活躍している企業だ！

職種ごとに
情報を公表

残業削減のための
取組が分かります。

企業が立てた女性活躍
推進のための行動計画
が見られます。

「女性の活躍・両立支援総合サイト」
内の「ポジティブ・アクション情報
ポータルサイト」では、WEBマガジ
ンとして、学生・求職者の方に有用
な情報をご提供しています。
第19号では、特集企画として「私の
就職活動体験談」をテーマとして
若手女性社員による座談会などを掲
載しております。是非ご覧ください。

http://www.positiveaction.jp/webmag/2015/vol19/index.html
WEBマガジンURL

本サイトの活用方法
を「WEB活用ナビ」
で分かりやすくご紹
介しています。学生
の方、求職中の方へ
のお役立ち情報が満
載です。



（都道府県別）

平成28年5月31日現在
単位：社

301人以上
企業数

300人以下
企業数

301人以上
企業数

300人以下
企業数

301人以上
企業数

300人以下
企業数

1 北海道 1 0 0 0 0 1 0

2 青森県 1 0 0 1 0 0 0

3 岩手県 2 0 0 0 0 2 0

4 宮城県 1 0 0 1 0 0 0

5 秋田県 0 0 0 0 0 0 0

6 山形県 1 0 0 0 0 1 0

7 福島県 0 0 0 0 0 0 0

8 茨城県 1 0 0 1 0 0 0

9 栃木県 1 0 0 0 0 1 0

10 群馬県 1 0 0 1 0 0 0

11 埼玉県 7 0 0 1 0 5 1

12 千葉県 5 0 0 2 0 3 0

13 東京都 26 0 0 8 0 17 1

14 神奈川県 1 0 0 0 0 1 0

15 新潟県 0 0 0 0 0 0 0

16 富山県 0 0 0 0 0 0 0

17 石川県 0 0 0 0 0 0 0

18 福井県 2 0 0 0 0 2 0

19 山梨県 0 0 0 0 0 0 0

20 長野県 1 0 0 0 0 1 0

21 岐阜県 2 0 0 0 0 2 0

22 静岡県 2 0 0 0 0 2 0

23 愛知県 1 0 0 0 0 1 0

24 三重県 0 0 0 0 0 0 0

25 滋賀県 0 0 0 0 0 0 0

26 京都府 2 0 0 0 0 2 0

27 大阪府 7 0 0 3 0 4 0

28 兵庫県 3 0 0 1 0 2 0

29 奈良県 1 0 0 0 0 1 0

30 和歌山県 0 0 0 0 0 0 0

31 鳥取県 0 0 0 0 0 0 0

32 島根県 0 0 0 0 0 0 0

33 岡山県 3 0 0 1 1 1 0

34 広島県 0 0 0 0 0 0 0

35 山口県 0 0 0 0 0 0 0

36 徳島県 0 0 0 0 0 0 0

37 香川県 0 0 0 0 0 0 0

38 愛媛県 0 0 0 0 0 0 0

39 高知県 0 0 0 0 0 0 0

40 福岡県 1 0 0 0 0 1 0

41 佐賀県 0 0 0 0 0 0 0

42 長崎県 0 0 0 0 0 0 0

43 熊本県 0 0 0 0 0 0 0

44 大分県 0 0 0 0 0 0 0

45 宮崎県 0 0 0 0 0 0 0

46 鹿児島県 0 0 0 0 0 0 0

47 沖縄県 1 0 0 0 0 1 0

74 0 0 20 1 51 2

女性活躍推進法による認定状況

合計

認定段階３認定段階２認定段階１
認定企業数
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資料７

平成28年7月13日現在

企業名 認定段階 所在地 認定年月
常時雇用する
労働者数

1 株式会社青森銀行 2段階 青森市 平成28年4月 2,213名

2 株式会社横浜ファーマシー 3段階 北津軽郡板柳町 平成28年6月 748名

3 株式会社みちのく銀行 3段階 青森市 平成28年7月 2,240名

青森労働局管内女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定企業

※労働者数は認定申請時点の人数


